
奈
良
県
訓
令
第
六
号

各

部

課

室

各
出
先
機
関

奈
良
県
自
治
研
修
所
規
程
（
昭
和
五
十
年
六
月
奈
良
県
訓
令
甲
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

奈
良
県
キ
ャ
リ
ア
・
ワ
ー
ク
・
サ
ク
セ
ス
セ
ン
タ
ー
規
程

第
一
条
中
「
奈
良
県
自
治
研
修
所
」
を
「
奈
良
県
キ
ャ
リ
ア
・
ワ
ー
ク
・
サ
ク
セ
ス
セ
ン
タ
ー
」
に
、

「
「
研
修
所
」
を
「
「
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
研
修
所
の
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
セ
ン
タ
ー
の
長
」
に
改
め

る
。第

三
条
及
び
第
四
条
中
「
所
長
」
を
「
セ
ン
タ
ー
の
長
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
所
長
」
を
「
セ
ン
タ
ー
の
長
」
に
、
「
速
か
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
所
長
」
を
「
セ
ン
タ
ー
の
長
」
に
改
め
る
。
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